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岡 山 大 学 経 済 学 会 会 則 
改正 2017 年 2 月 22 日 

第１条 本会は，岡山大学経済学会と称する。 
第２条 本会の事務所は，岡山大学経済学部に置く。 
第３条 本会は，経済学，経営学及び会計学に関する研究・教育の振興及びその成果の普及を図り，経済学部 

の発展に寄与することを目的とする。 
第４条 本会は，次の事業を行う。 

１．機関誌『岡山大学経済学会雑誌』の発行 
２．研究会及び講演会の開催 
３．その他，本会の目的を達成するために必要な事業 

第５条 本会は，次の会員を以て組織する。 
１．普通会員   岡山大学大学院社会文化科学研究科教員（経済学系） （全教員） 
２．学生会員   岡山大学経済学部学生（全学生） 
３．院生会員   岡山大学大学院社会文化科学研究科及び文化科学研究科（博士前期課程及び 

博士後期課程）で経済学系教員の指導を受ける院生 （全大学院生） 
４．特別会員   評議員会において推薦された者 

第６条 本会に次の役員をおく。 
１．会  ⻑   評議員の互選による。任期は１年とする。但し，再任を妨げない。 

会⻑は，評議員会・運営委員会を召集し，会務を統括する。 
会⻑に事故のあるときは，年度始めに運営委員によって互選される副会⻑が 
これを代行する。会⻑は，毎年評議員会において収⽀決算の報告と予算案の 
提案を行い，その承認を得なければならない。 

２．評 議 員   岡山大学大学院社会文化科学研究科教員（経済学系） 
評議員は評議員会を組織し，本会の運営につき審議し決定する。 
評議員会は，少なくとも年１回開催するものとする。 
評議員会は，評議員の過半数の出席によって成立し，議決は出席者の過半数によ
る。 

第７条 本会の事業を行うために次の委員をおく。 
委員は，会員の中より評議員会において委嘱する。その任期は１年とする。 
但し，再任を妨げない。 

１．運営委員   若干名 
運営委員は，運営委員会を組織し，会務を執行する。 
運営委員⻑は，会⻑を以てこれに当てる。 
運営委員会に，編集委員，庶務委員，会計委員，研究会委員を常置する。 
運営委員会は，委員の３分の２以上の出席によって成立し，議決は出席者の 
３分の２以上による。 

２．監査委員   若干名 
監査委員は，本会の会計を監査する。 

第８条 会員は，評議員会の定める次の会費を納付しなければならない。 
(但し，平成 26 年 4 月以降の入学者より適用する） 

普通会員  年額  ５，０００円 
学生会員  年額  ２，５００円 入学時に修業年限分を全額納付 
（２年次転学部生及び３年次編入生を含む） 
院生会員  年額  ２，５００円 入学時に修業年限分を全額納付 
特別会員  評議員会で定める。 

なお，会費の払い戻しは，その納付が重複する場合を除いて，行わない。 
第９条 本会は，決算及び予算の報告を行う。 
第10条  会員は，次の権利を有する。 

１．本会による印刷物の配布を無料ないし特価で受けること 
２．本会の事業に参加すること 

第11条 本会則の改正及び本会則に定めのない事項は評議員会の決議による。 

権作著 。るす属帰に会学済経学大山岡は権作著の誌本
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　　　　尾　関　　　学
　　　　尾　関　美　喜
　　　　岸　田　研　作
　　　　金　　　志　映
　　　　國　米　充　之
　　　　蔡　　　暁　静
委　員　佐　藤　淳　平
委　員　佐　藤　美　里

　　　　田　口　雅　弘
　　　　田　原　伸　子
　　　　滕　　　　　鑑
　　　　張　　　星　源
　　　　津　守　貴　行
　　　　釣　　　雅　雄
　　　　天王寺谷　達将
　　　　戸　前　壽　夫
　　　　中　川　豊　隆
　　　　長　畑　秀　和
　　　　生　川　雅　紀

　　　　西　田　陽　介
　　　　日　髙　優一郎
　　　　廣　田　陽　子
　　　　福　士　　　純
　　　　藤　井　大　児
　　　　古　松　紀　子
　　　　松　田　陽　一
　　　　村　井　浄　信
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